
金沢市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成24年11月30日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第77号
金沢市財務規則の一部を改正する規則

金沢市財務規則 (昭和39年規則第３号) の一部を次のように改正する｡

第47条第１号中 ｢第６号｣ を ｢第７号｣ に改め､ 同条に次の１号を加える｡� 金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例 (平成24年条例第３号) の規定

に基づく過料に使用するもの 様式第24号の２

第48条の２第１項中 ｢様式第24号の２｣ を ｢様式第24号の３｣ に改める｡

第57条第１項に次の１号を加える｡� 金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例の規定に基づく過料を徴収する

場合に使用するもの 様式第32号の２

別表第１甲表中

改める｡

様式第20号の備考第１項中 ｢様式第24号｣ を ｢様式第24号の２｣ に､ ｢すべて｣ を ｢全て｣ に改める｡

様式第24号の２中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に改め､ 同様式を様式第24号の３とし､ 様式第24号の次に次の１様式を加

える｡
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◎ 目 次 ページ

●規 則

○金沢市財務規則の一部を改正する規則

(財 政 課) 1

規 則

｢

を

｣

市民参画課 市民参画課長 ア 計量法 (平成４年法律第51号) の規定に基づく検

査に係る手数料の収入に関する事務

イ 金沢学生のまち市民交流館の使用料及び機器の利

用に係る実費の収入に関する事務

所属職員

｢

に

｣

市民参画課 市民参画課長 ア 計量法 (平成４年法律第51号) の規定に基づく検

査に係る手数料の収入に関する事務

イ 金沢学生のまち市民交流館の使用料及び機器の利

用に係る実費の収入に関する事務

ウ 金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいま

ちづくりの推進に関する条例の規定に基づく過料の

収入に関する事務

所属職員

号外第３６号の２

平成24年 (2012年) 11月30日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号

発行所 � � � � �(毎月３回 １日 11日 21日発行)



様式第24号の２ (第47条関係)

第１葉
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№

納入通知書兼領収証書

納入者住所・氏名

様

会計 業務 帳票 年度 月分 整理番号

款

項

目

節

細節

課 (所) 名コード

金 額
円

納 期 限 年 月 日

ただし

上記の金額を金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理

金融機関に納めてください｡

年 月 日

金沢市長 印

上記の金額を領収しました｡

金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理金融機関

又は金沢市収納代理金融機関

領収日付印

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡



第２葉

様式第32号の次に次の１様式を加える｡
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収入済通知書

納入者住所・氏名

納

会計 業務 帳票 年度 月分 整理番号

款

項

目

節

細節

課 (所) 名コード

金 額
円

納 期 限 年 月 日

ただし

上記の金額を領収したので通知します｡

(宛先) 金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理金融機関

又は金沢市収納代理金融機関

領収日付印



様式第32号の２ (第57条関係)

第１葉
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領 収 証 書

枚数 枚 番から 番まで

使用者氏名

受 入 高 枚

払 出 高 枚

書 損 高 枚

残 高 枚

使 用 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

発行日 年 月 日

発

行

印

会

計

課

確

認

印

現
金
出
納
員

所

管

課

返納日 年 月 日

受

領

印

会

計

課

確

認

印

現
金
出
納
員

所

管

課



第２葉
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領収証書 (控)

納入者住所・氏名

納

年度 整理番号

款

項

目

節

細節

金 額
円

ただし

金沢市現金出納員 (現金取扱員)

氏名



第３葉

備考 この様式は､ 第２葉及び第３葉を２枚１組の複写式とし､ １組ごとに一連番号を印刷し､ 50組つづりとする

こと｡

附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡
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領収証書

納入者住所・氏名

様

年度 整理番号

款

項

目

節

細節

金 額
円

ただし

上記の金額を領収しました｡

年 月 日

金沢市現金出納員 (現金取扱員)

氏名

領収日付印

この領収証書は､ 後日の証拠として５年間保存してください｡

平成24年(2012年)11月30日 印刷 発行人 金 沢 市
平成24年(2012年)11月30日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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